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横須賀港で検出された放射性物質の調査結果 

 

平成 18 年 9 月 14 日に横須賀港を出港した、原子力潜水艦「ホノルル」の出港時に艦尾か

ら採取した海水から、極微量の放射性物質（コバルト 58、コバルト 60）が平成 18 年 9 月 27 日

に検出されたことについて、本市の見解等は以下のとおりです。 

＜結論＞ 

検出された量は極めて微量で、環境・人体にはまったく影響はありません 

2 回目の検査では、コバルトは検出されませんでした 

原子力潜水艦は、事故を起こしていません 

 

 

＜これまでの経緯等＞ 

平成 18 年 

9 月 14 日 

原子力潜水艦「ホノルル」横須賀港出港 

平成 18 年 

9 月 27 日 

出港時に「ホノルル」の艦尾部分から採取した海水から、極微量の放射性物質

（コバルト 58、コバルト 60 がそれぞれ 2.1mBq（ミリベクレル）、1.2mBq（ミリベクレ

ル））が検出されたと、文部科学省が発表（別添１） 

平成 18 年 

9 月 27 日 

横須賀市は米海軍に迅速な調査を以下の通り要請 

「米海軍横須賀基地司令官 グレゴリー・J・コーニッシュ大佐 殿 

                                  横須賀市長 蒲谷亮一 

横須賀港における放射能調査の結果について 

本日、文部科学省より９月 14 日に横須賀港を出港した原子力潜水艦ホノルル

の出港時における海水の放射能調査の結果、コバルト 58、コバルト 60 が検出さ

れたという連絡を受けました。 

 貴職においては、原子力潜水艦ホノルルとの因果関係も含め、速やかな原因

の究明を図り、その結果について情報提供を行うよう強く要請いたします。」 

平成 18 年 

9 月 28 日 

横須賀市長から市民に対して以下の通り公表 

「市民の皆様へ 

横須賀市長 蒲谷亮一 

横須賀港における放射性物質の検出について 

昨日、文部科学省から９月 14 日に横須賀港を出港した、原子力潜水艦『ホノル

ル』の、出港時に艦尾から採取した海水から、極微量の放射性物質が検出された

との連絡を受けました。検出された放射性物質はコバルト 58.60 であり、ごく微量

のもので、人体や環境には一切影響がないとのことです。原因については、現

在、文部科学省等で調査中ですが、結果が分かり次第あらためてご報告させて

いただきます。」 

平成 18 年 

9 月 29 日 

米海軍からの報告書（第一報）（別添２）を受理 

平成 18 年 

10 月 5 日 

米海軍からの報告書（第二報）（別添３）を受理 
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平成 18 年 

10 月 5 日 

文部科学省が、「原子力艦放射能調査専門家会合」を開催し、原因等を検討しそ

の結果を発表（別添４） 

平成 18 年 

10 月 6 日 

外務省、文部科学省の担当課長が横須賀市を訪問し、横須賀市長に説明 

平成 18 年 

10 月 6 日 

横須賀市は、より一層の安全体制の確立を以下の通り米海軍に要請 

「在日米海軍副司令官・参謀長 

                                  横須賀市長 蒲谷亮一 

横須賀港から検出された放射性物質調査の対応について 

今回横須賀港から検出された放射物質に関する調査について、迅速な対応を

していただき、御礼申し上げます。 

本日、外務省、文部科学省から、調査結果について報告を受けました。 

調査結果については、『原子力潜水艦ホノルル』の原子炉、冷却系の事故等に

起因するものとは考えられないとの事で、米軍が行った調査結果と合致するもの

でありました。 

検知された放射線の量は、人体や環境に全く影響がないとの事で市長として

は安心をしているところです。 

これを機に、原子力艦船に関する安全管理について一層の徹底を図ると同時

に、万が一異常事態が発生した場合の、迅速な情報提供をあらためてお願いい

たします。」 

平成 18 年 

10 月 6 日 

横須賀市長が記者会見を以下の通り実施 

「    放射性物質検出に関する国の評価結果を受けての市長コメント 

先般の、横須賀港における放射性物質検出に関して、本日（10 月６日）、（外務

省）島田 日米安全保障課長と（文部科学省）野家 原子力安全課長から、結果

説明を受けましたので、本市の見解についてご報告いたします。 

説明は、 

（１） 検出のあった海水以外、９月 14 日に採取した予備の海水、翌 15 日に採取

した海底の泥及び９月 28 日に採取した海水に対する検査においては、コ

バルト 58 とコバルト 60 は検出されなかったこと。 

（２） 日本側の原子力艦放射能調査専門家会合の評価・分析により、今回の検

出は、原子炉・冷却系の事故等に起因するものとは考えられず、原子力潜

水艦『ホノルル』に由来するとは断定できなく、米海軍側からの、報告内容

とも合致すること。 

（３） 明確な原因特定には至らなかったが、安全上の問題があったとは考えら

れない。 

の３点でありました。 

さらに、もともと検出された放射線の量は、自然放射線から受ける量の数十万

分の一であり、環境や人体に影響がないとのことでありましたので、市長として横

須賀の海にまったく影響が無いということを聞いて安心しました。 

一方で、このように環境や人体に全く影響のないことが、さも健康上大きな問

題があるかのように取り上げられ、風評被害につながらないか心配しています。 

今回の件については全く心配のない内容ではありますが、ごく微量であって



3 

 

も、放射性物質を検出する技術力と、政府及び米国の迅速な対応については、

改めて信頼性と安心感を得ることができたと考えております。 

政府に対しましては、引き続き、万全の放射能監視体制の整備を、米海軍に対

しましても、遺漏のない管理体制及び手順の再徹底と、異常事態が発生した場合

の迅速な通報に実施について、改めて求めて参るとともに、今後とも、積極的に

必要な情報を開示していき、併せて、適切な対応をしていくことで、市民の皆様の

安心感の確保、信頼の構築を図っていきたいと考えております。」 
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